
国有林の地域別の森林計画書(案)

（加賀森林計画区）
［ 変 更 ］

自 平成２４年 ４月 １日
計画期間

至 平成３４年 ３月３１日

（平成２４年１２月 日変更）

近畿中国森林管理局



ま え が き

森林法第 ７条の２ 第１項の 規定により 樹立した 既定計画 を、同条の

２第３項の 規定にお いて 準用 する第５条 第４項の 規定に基 づき、次の

とおり変更 します。

変 更 理 由 ）

地 域 の 実 情 に 基 づ い て 、 治 山 事 業 に 関 す る 計 画 量 を 変 更 す る 。

こ の 用 紙 は 間 伐 材 を 活 用 し て い ま す 。
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担当者の職名及び氏名並びに樹立に従事した期間

１ 担当者の職名及び氏名

計 画 課 課 長 井 上 智 晴

流域管理指導官 坪 木 直 文

課 長 補 佐 森 本 茂

企 画 係 長 原 田 政 幸

２ 樹立に従事した期間

自 平成24年 4月 1日

至 平成24年12月31日
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Ⅱ 計画事項

第５ 計画量等

５ 保安林整備及び治山事業に関する計画

(3) 実施すべき治山事業の数量

単位：地区

森 林 の 所 在 治山事
業施行 前半５ヵ年 主な工種 備考

市 町 村 区 域 地区数 の計画

小 松 市 69、70、71 3 3 本数調整伐
植栽工
その他

加 賀 市 81～84、86、87 6 6 本数調整伐
植栽工
その他

白 山 市 11、24-1、33、35、36 12 12 渓間工
38-1、39、49、1013 山腹工

1020、1021、1052

計 21 21


